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第３回 東の里遊水地利活用検討懇話会 会議録 

 
日 時：平成２９年１０月２６日 午後３時 
場 所：市役所１階 多目的室４ 

 
出席委員 大沢委員、小池委員、中野委員、鈴木委員、設楽委員、西尾委員、 

濱崎委員、松中委員、三浦委員 
事務局  駒形建設部長、中居庶務課長、菊地主査 

 
議 事 の 主 な 内 容 

 
 

事務局 

 
 
 

座長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 座長 

 
 
    
 
   座長  

 

１ 開会 

 
 委員１０名中９名ご出席されています。 

 
２ 座長挨拶 

 
 委員の皆様、お忙しい中お集りいただきありがとうございます。

すでに２回懇話会を開いております。１回目は現地の確認、２回目

は、どういう利活用をしたら良いのかについての議論をいたしまし

た。 
 今日、予定しております会議は、最終回となります。本日の会議

は手元にある資料に基づいて進めて行きたいと思います。この資料

は、前回議論したものを事務局でまとめていただいたものです。事

務局から説明してもらい、皆様からご意見をいただき進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 
 ３ 議事 
（１）懇話会における検討報告書（案）について 

 
 事務局から説明（目次、１報告にあたって） 

 
ご意見ありますでしょうか。 

 無ければ次の項目に移りたいと思います。 

 
 事務局から説明（２基本的な施設整備の方針） 

 
 ６つの整備方針の説明がありました。委員の皆様如何でしょう

か。 
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Ａ委員 

 
   座長 

 
 
 
   座長 

 
 
 
   
 
 

 座長 

 
Ａ委員 

 
 
 
 

座長 

 
 
 

Ａ委員 

    
座長 

 
 
 
 
 
 

Ｂ委員 

 
事務局 

 

 
 まとまっていて良いと思います。 

 
 それでは、先に進めさせていただきます。 

 
 事務局から説明（各ゾーンの整備方針（自然観察ゾーン）） 

 
 委員の皆様如何でしょうか。前回、議論したことが盛り込まれて

いるはずですが、漏れているところ等はありますでしょうか。 
 無ければ先に行きたいと思います。 

 
 事務局から説明（各ゾーンの整備方針（多目的利用ゾーン「Ａイ

ベント広場としての活用」～「Ｆ牧草畑としての活用」）） 

 
 ご意見がありましたらいただきたいと思います。 

 
 牧草地での採草は、年に２回刈るのですが、イベントとの兼ね合

いなど危険を伴うかもしれない。天候によっては採草がずれ込むこ

とがありますので、イベントと重なっても支障のないように配慮が

必要です。 

 
 今の意見は運営上の問題として、利用を上手く調整した方が良い

というご意見ですので、実際に利用する際のルールに反映できれば

と思います。 

 
 その辺の配慮をお願いします。 

 
運動広場としての活用と書いてありますが、もう少し野球やサッ

カーをする場所など具体的なご意見はありますでしょうか。 
広い広場があるだけで少し漠然としていますので、「野球大会で

きるグランドが２つくらいほしい」とか「大人用や子供用のグラン

ド」とか「サッカーなら２試合同時にできれば良い」などもう少し

ご意見が有ればと思いますが如何でしょうか。 

 
 地面は、どのようなものを想定しているのですか。 

 
 今のところ、公園での整備を想定していまして、きたひろサンパ

ークの多目的広場になりますが、サッカーもできる市内にある唯一
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Ｃ委員 

 
 
 

事務局 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ委員 

 
 

事務局 

 
 
 

Ｃ委員 

 
事務局 

 
 
 
 
 

Ｃ委員 

 
事務局 

 

の芝の広場がありまして、それなりにニーズがあるので痛みも結構

進んでいます。分散することによって芝を休ますこともできますの

で、芝生の広場もある程度検討しています。 
それとは別にクレーの広場もつくり、野球広場も考えれると思い

ます。 

 
西の里にラジコンを利用する企業が進出して来まして、操縦講習

をするそうですが、折角進出して来た企業を活用できるのではない

かと思うのです。 

 
 そういった企業があるのは経済部から聞いておりまして、企業と

も利用内容について一度話を伺いました。多目的広場として利活用

しますので、子供が遊んでいる所にドローンやラジコンのヘリコプ

ターが飛んでくるのは非常に危険ですが、その企業の考えられる利

用は操縦者の技能訓練の教室を開くことでしたので、３日間とか一

定の期間を決め、その間は利用者に危険であることを伝えるなどル

ール決めが必要だと思いますので、方法論をこれから詰めていくこ

とになります。 

 
 晩秋にかけては、利用者が少なくなると思うので、そういった時

期に使っていただくのは良いですよね。 

 
 人がいないときに利用していただくのが理想的です。平日に講習

会を開き、土日の子供や家族連れが来るときは飛ばさないとかが良

いと思います。 

 
 逆に土日に飛ばすと子供たちは喜ぶかもしれない。 

 
 見学という意味では興味をそそられる部分もあるかもしれない

ですし、ホビーとしてのドローンの需要も出てきていますので、講

習会も考えていけそうです。ただ、「ドローン場」というよりもド

ローンを飛ばすために一時的に貸すことも可能な広場という捉え

方で検討していき、これからルールを詰めていきたいと思います。

 
 いずれにしても、ルールを決めなければならないですね。 

 
 そうですね。不特定多数の人が来て、いきなり飛ばして横で子供

が遊んでいたりするのは、非常に危ないですので、それは避けなけ
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Ｃ委員 

 
事務局 

 
   座長 

 
 
 
 

委員多数 

 
   
 
 

座長 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ委員 

 
   座長  

 
 

事務局 

 
 
 

Ａ委員 

 
 

事務局 

ればならないと思っています。 

 
 ある程度、責任を持って飛ばしてもらうということですね。 

 
 そうです。 

 
 どのように利用をお互いするのかであり、具体的に動き出したと

きに日程とかを決めて使えるようにするということで、ドローンの

ために特別な施設を造ることはないけど、ドローンを使用すること

は妨げるものではないという形で如何でしょうか。 

 
 良いと思います。 

 
事務局から説明（各ゾーンの整備方針（多目的利用ゾーン「Ｇ花

畑としての活用」～「Ｊその他の施設による活用」）） 

 
 ご意見ありますでしょうか。  
 「樹木の植栽による活用」のところは、どちらかと言うと堤防の

中の話として報告書（案）にまとめられていますが、アクセス道路

や遊水地の外側も遊水地利活用の一部だと思います。遊水地堤防の

外側にも植樹が有れば良いのではないかと思います。特徴的な並木

があると遊水地の親しみにも繋がりますし、市役所の５階の展望室

から眺めることができますので、堤防の外側に植樹が欲しいと思い

ますが。 

 
 可能であれば良いかと思います。 

 
 遊水地の外側にも植栽があると遊水地の位置がわかり易いです

し、市役所を訪ねて来た人にも目印になります。 

 
 開発局の確認が必要となりますが、堤防から市道幹線１号側の間

は平場になっている部分がありますし、遊水地の中の植栽だと堤防

に上がらないと見えないので良いかと思います。 

 
 堤防に植栽すると木の根から水が入り、破堤の原因になる場合が

あります。 

 
 堤防自体に植栽することは駄目だと聞いています。 
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   座長 

 
 
 

委員多数 

 
 
 
 
   座長 

 
 
 

Ｄ委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
   座長 

 
 

Ａ委員 

 
 

Ｄ委員 

 
 
 
 
 
 
 

Ａ委員 

 
 なるべく道路側に樹木が植わっていると良いということで、検討

していただければと思います。勿論、遊水地の治水機能優先という

ことはあります。如何でしょうか。 

 
はい。 

 
事務局から説明（各ゾーンの整備方針（堤防利用ゾーン、周辺施

設利用ゾーン）） 

 
 如何でしょうか。 
 改めて各ゾーンの整備方針の中で急いで造るものなどの優先順

位が有ればご意見をいただきたいと思います。 

 
 事前に確認する必要があるのですが、私も前回いろんな植物を植

え、魚を放したら良いのではないかという話をさせてもらいました

が、千歳川の下流には石狩川があり遊水地から溢れ出たものが下流

に流れ迷惑をかけるようであれば大変なことになります。 
元々、千歳川放水路の計画も美々川に放水すると環境破壊が問題

になり頓挫した経緯がありますので、下流に住んでいる方に迷惑や

環境破壊にならないように事前に十分確認しないといけないと思

います。 

 
 何を造るにしても、下流に迷惑をかける恐れがあるものは項目に

挙げたとしても実際には好ましくないということですね。 

 
 遊水地で一度貯留し、治まってから放流することになりますの

で、下流に大きく迷惑かけることはないと思います。 

 
 私が懸念しているのは、遊水地に魚などを放してから水が入って

きた時に、それを外に出してしまうと下流に行ってしまいます。太

平洋側と日本海側の分水嶺で違うものが流れてくると美々川自体

の自然環境が破壊されるのではないかということで反対が起きて

頓挫したのです。何か流してしまったことにより迷惑をかけてしま

うと本末転倒になってしまう気がしますので、遊水地の活用によっ

て起きるのはまずいと思うのです。 

 
 どうしても溢れていく場合がありますので、今日の新聞に載って
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   座長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｅ委員 

 
 
 
 
 
   

事務局 

 
 
 
 
 

Ｄ委員 

 
事務局 

 
 

Ａ委員 

 
 
 

いたような休耕田を利用してコイを飼っていたような、大きな養殖

場みたいな飼い方をしなければ問題はないと思います。 

 
 遊水地に魚を入れたりすると後でそのような問題が起きる可能

性もあるという意見ですので、自然観察ゾーンは、やれること、や

れないこと、をよく考えて使えば宜しいかと思います。遊水地がで

きたときに直ぐに自然観察ゾーンを充実させるのではなく、よく考

えて取り組んだ方が良いということですね。 
話には無かったのですが、牧草地にするのであれば作業機械が入

ることになりますので、その道路とか、駐車場にするのであれば、

中に入る道路は工事が完成した後に別途工事をしてもらうことに

はなりませんので、そういうものは優先順位としては高いと思いま

す。それから、管理棟の議論もしましたが、堤防に腹付盛土して広

くなった所に管理棟を造るならば真っ先に造っていただき、トイレ

も先に造ってもらった方が良いかと思います。 

 
 牧草の種を蒔いた後に車が出入りすると駄目になってしまうの

で、できればチシマザクラの並木とイベント広場を先に整備してい

ただいた方が良いと思います。 
 違う取付道路から出入できれば牧草地にできるのですが、出入口

を共有するのであれば牧草地は後から整備するので良いと思いま

す。 

 
 下流に迷惑をかけるということでお話がありましたが、江別市は

千歳川から流れて行った水を取水して上水道として使っています

ので、濁水が出ると以前に水道水として使えなくなってしまったこ

とがあります。牧草地のように根を張っていれば大丈夫なのです

が、畑作のように土を起こすようなのは望ましくないと思います。

 
 千歳川が石狩川に合流する辺りはかなり濁っていますよね。 

 
 それをさらに濁らせると水道水として濾過する沈殿槽も間に合

わない状態になるかもしれません。 

 
 ３年前に漁川上流の大雨の時に江別市で一週間くらいの間、浄水

できなかったことがあります。近年、それ以外には江別市では取水

が不可能なことはないと思います。 
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   座長 

 
   
 
 
 
   座長 

 
 

Ａ委員 

 
   座長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委員多数 

 
   座長 

 
 
 
 

事務局 

 
 
 
 
 
 
 

 だからこそ遊水地が必要だということですね。 
「各ゾーンの整備方針」までご意見をいただきましたので、先に

進めさせていただきます。 

 
事務局から説明（４維持管理の考え方、５計画の推進） 

 
 如何でしょうか。前回の懇話会の話が盛り込まれていると思いま

す。 

 
 私はこれで良いと思います。 

 
 配置イメージ図と詳細配置イメージ図も記載されております。こ

の図面は、報告書（案）の文言を視覚的にまとめた図面になってお

ります。今まで検討していただいた文章と関連あるよう記載されて

おりますので、目を通していただければと思います。 
 具体的にサッカー場が入るのか、野球場が入るのか、芝地になる

のか、裸地になるのかは、今後の検討になるかと思います。また、

堤防の外側の道路側への並木の話は、前回の話の中にはなかったの

ですが、今日の話で若干修正があると思います。 
 よろしければ、北広島市東の里遊水地利活用検討報告書、今のと

ころは（案）ですが、今日の話を付け加えながら報告書の形にした

いと思います。如何でしょうか。 

 
宜しいと思います。 

 
 次第３の議事（１）懇話会における検討報告書（案）について検

討いただきました。委員の皆様から最後にご賛同をいただいたとこ

ろでございます。 
 次第４、今後の予定を事務局から説明願います。 

  
 懇話会からいただきました本日の修正を加えた検討報告書と市

民アンケート調査の結果を市役所内部の検討委員会に諮りまして、

利活用計画の素案を作成いたします。その後、年明けになると思い

ますが、市民にご意見を伺うためのパブリックコメントを行いまし

て、来年３月の年度末に計画策定を目指して参りたいと考えており

ます。 
 修正した検討報告書につきましては、出来上がり次第、委員の皆

様にお送りしたいと思います。 
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  座長 

 
 
 
 
   
 
 
 

事務局 

 
 
 

座長 

 
委員多数 

 
事務局 

 
 
 
   座長 

 
 会議としては今日で終わりになりますけれども、今日の話を盛り

込んだものを改めてご確認いただくために配布されるようですの

で、ご確認いただき、この懇話会の最終プランとさせていただきま

す。 
その後にはパブリックコメント等があり、計画が来年３月に策定

されるというスケジュールを伺いましたので、事務局の方で宜しく

お願いいたします。 
 次第５、その他とありますが何かありますか。 

  
 報告書（案）の修正につきましては、座長と打合わせさせていた

だきまして、まとまった段階で皆様に郵送させていただきたいと思

います。 

 
 そういう説明が加わりましたが、如何でしょうか。 

 
 宜しいです。 

 
 もう１つ、本日の会議に付きましても議事録を公表することとし

ておりますので、後日、皆様にご確認していただきたいと思います

ので、宜しくお願いいたします。 

 
 ３回の懇談会の最終回となりました。皆様にはお忙しい中お集ま

りいただきまして、貴重なご意見をいただき、ありがとうございま

した。これをもちまして終了したいと思います。 

 
 建設部長挨拶 

 
６ 閉会 

 


